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国際的な化学物質の管理に関する
ドバイ宣言

• 地球規模の化学物質の生産・使用、特に途上国における化
学物質管理の負荷の増大により、社会の化学物質管理の方
法に根本的な改革が必要

• ヨハネスブルグ実施計画の2020年目標を確認

• 子供、胎児、脆弱な集団を保護

• 化学物質のライフサイクル全般にわたる情報及び知識を、
公衆に利用可能とする

• 国の政策、計画、国連機関の作業プログラムの中に、
SAICMを統合

• 化学物質及び有害廃棄物の適正管理を達成するため、すべ
ての関係者の対応能力を強化

• 公的及び民間の財源から、国家的又は国際的な資金を活用、
南北格差の是正のため技術支援、財政支援を実施


